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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況 

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 

売上高 （千円） 8,437,861 8,723,737 8,995,375 9,156,612 9,281,040 

経常利益 （千円） 240,123 370,961 419,712 438,540 556,518 

当期純利益 （千円） 122,512 191,206 234,443 264,499 358,714 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 733,360 733,360 733,360 733,360 733,360 

発行済株式総数 （千株） 8,264 8,264 8,264 8,264 8,264 

純資産額 （千円） 6,053,755 6,025,268 5,999,656 6,084,618 6,228,780 

総資産額 （千円） 7,601,957 7,807,923 7,805,252 7,880,855 8,134,913 

１株当たり純資産額 （円） 776.48 773.14 770.17 781.15 799.92 

１株当たり配当額 （円） 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

（内１株当たり中間配当額） （円） (19.50) (15.00) (15.00) (15.00) (15.00) 

１株当たり当期純利益 （円） 15.71 24.52 30.08 33.95 46.05 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 79.6 77.2 76.9 77.2 76.6 

自己資本利益率 （％） 2.0 3.2 3.9 4.4 5.8 

株価収益率 （倍） 46.15 27.73 23.14 23.56 17.98 

配当性向 （％） 190.96 122.35 99.73 88.37 65.15 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △108,560 444,872 241,412 231,726 252,040 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 519,735 △381,571 70,391 △20,230 321,414 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △358,379 △201,076 △235,231 △234,233 △236,145 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） 2,866,833 2,729,058 2,805,630 2,782,893 3,120,202 

従業員数 （人） 1,475 1,432 1,419 1,411 1,389 

（注）１ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【沿革】

年月 事項

昭和37年８月 宛名印刷機の販売、宛名カード作成、宛名印刷及びダイレクトメール代行業務を目的として、大阪市

都島区に資本金50万円で旭事務機㈱＜大阪本社＞を設立。

昭和41年12月 IBM製入力機械（024型、056型）を導入し、データエントリー業務を開始。

昭和43年９月 宛名印刷機の販売、宛名カード作成、宛名印刷及びダイレクトメール代行業務を分離し、大阪市北区

に㈱旭事務機タイプセンターを設立。（昭和48年３月㈱旭事務機データセンター、昭和55年11月アサ

ヒビジネスサービス㈱に商号変更）

昭和43年９月 キーオペレーターの養成、派遣及び電算機入力用のデータカードの作成を目的として大阪市東区（現

中央区）に、㈱旭事務センターを設立。

昭和43年10月 データエントリー業務の常駐取引開始。

昭和44年９月 東京都千代田区に東京支店を開設。

昭和47年３月 宮崎県延岡市に南九州支社を開設。

昭和47年８月 東京支店を独立し旭事務機㈱＜東京本社＞として設立。

昭和48年２月 名古屋市中村区に旭事務機㈱＜名古屋本社＞を設立。

昭和48年２月 東京地区における人材確保を目的として東京都千代田区に㈱アサヒデータプロセスを設立。（昭和56

年６月アサヒオフィスシステム㈱に商号変更）

昭和49年７月 旭事務機㈱グループ企業間の経営計画の立案、指導育成及び新規事業進出のため大阪市東区（現中央

区）に㈱旭総本社を設立。

昭和51年８月 南九州支社を独立し旭事務機㈱＜南九州本社＞として設立。

昭和52年９月 コンピューター関連機器の運用管理及びシステム開発業務の推進を目的として大阪市東区（現中央

区）にアサヒコンピュータサービス㈱を設立。

昭和54年11月 本社（現大阪支社）を大阪市南区（現中央区）に移転。

昭和60年６月 システム開発業務を開始。

昭和61年７月 システム運用業務を開始。

昭和61年８月 CAD（コンピューターを利用した設計、製図）業務を開始。

昭和62年８月 旭事務機㈱＜大阪本社、東京本社、名古屋本社、南九州本社＞から旭情報サービス㈱＜大阪本社、東

京本社、名古屋本社、南九州本社＞に商号を変更。

平成元年４月 旭情報サービス㈱＜大阪本社＞は、グループ８社を吸収合併。

平成元年５月 東日本事業本部（平成６年９月東京本部に名称変更）の事務所を東京都中央区に移転。

平成７年４月 日本証券業協会に株式を店頭登録。

平成９年４月 ネットワークサービス業務を開始。

平成11年８月 本社を東京都中央区に移転。

平成12年10月 大阪事業所（平成13年10月大阪支社に改組）を大阪市北区に移転。

平成13年２月 東京証券取引所市場第二部に上場。

平成13年５月 中部支社を名古屋市中区に移転。

平成14年10月 横浜営業所を横浜市西区に開設。

平成15年４月 東京支社を東京都中央区に開設し、横浜営業所を支社に昇格。

平成15年５月 「プライバシーマーク」の使用許諾事業者の認証を取得。

平成16年６月 豊田オフィスを愛知県豊田市に開設。

平成19年３月 本社及び東京支社を東京都千代田区に移転。

平成20年10月 横浜支社を横浜市神奈川区に移転。

平成23年９月 ISO/IEC27001の認証を取得（中部支社）

（注） 旭事務機㈱＜大阪本社＞又は旭情報サービス㈱＜大阪本社＞、旭事務機㈱＜東京本社＞又は旭情報サービス㈱

＜東京本社＞、旭事務機㈱＜名古屋本社＞又は旭情報サービス㈱＜名古屋本社＞、旭事務機㈱＜南九州本社＞

又は旭情報サービス㈱＜南九州本社＞の名称は、便宜上の呼称であります。当該会社の正式名称は、旭事務機

㈱であり別個の法人であったものです。
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３【事業の内容】

 当社の事業は、情報サービス事業並びにこれらの附帯業務の単一事業であるため、セグメント別に代えて事業部門

別に記載しております。 

 （ネットワークサービス部門） 

 当部門は、企業内のネットワークシステムの構築、運用管理をはじめ、オープンシステムの導入や各種ソフトのイ

ンストールのほか、ヘルプデスクや障害対応など幅広いサポート業務を行っております。 

 （システム開発部門） 

 当部門は、システムの設計・開発、電子機器の組込みソフト開発・検証、ＥＲＰ（業務パッケージ）などのソフト

開発に関わる業務を行っております。

 （システム運用部門）

 当部門は、企業の情報システム部門等に常駐し、ユーザーに代わって主にホスト系コンピューターの保守・運用管

理を行っております。

 

 （事業系統図）

 以上、述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

 
４【関係会社の状況】

 当社には関係会社が存在しないため、該当事項はありません。

 

５【従業員の状況】

（1）提出会社の状況 

平成26年３月31日現在
 

事業部門別 従業員（人）

ネットワークサービス 967

システム開発 224

システム運用 91

管理部門 107

合計 1,389

（注） 当社の事業は、情報サービス事業並びにこれらの附帯業務の単一事業であるため、セグメント別の記載に代え

て、事業部門別に記載しております。

 

平成26年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

1,389 33.1 10.0 4,352

（注）１ 従業員数には、当社から他社への出向者、嘱託、契約社員、パート及びアルバイトを含んでおりません。

２ 平均年間給与は税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

 

（2）労働組合の状況 

 労働組合は組織されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績 

当事業年度におけるわが国経済は、金融緩和等の経済政策による円安・株高の継続から、企業収益の改善や 

個人消費の持ち直しの動きがみられるなど緩やかな回復基調で推移しました。

情報サービス産業におきましては、クラウドサービス等の需要に加え、企業収益の改善にともなう老朽シス 

テム更新などのＩＴ投資増加により、市場全体ではプラス成長となっておりますが、顧客企業等のＩＴコスト 

削減姿勢は継続しており、依然として厳しい環境にあります。

このような情勢の下、当社では、引き続きアウトソーシング事業の推進強化に経営資源を集中するととも 

に、技術者稼働率の向上と案件ごとの採算性向上に努めた結果、売上高とともに経常利益、当期純利益が前期 

より増加しました。

この結果、当事業年度の経営成績は、売上高9,281百万円（前期比1.4％増）、経常利益556百万円（前期比 

26.9％増）、当期純利益358百万円（前期比35.6％増）となりました。

部門別の営業状況は、次のとおりであります。

（ネットワークサービス）

運用業務の効率化やコストダウンの要請は引き続き厳しかったものの、アウトソーシングでの受注拡大を図 

るとともに、当事業への技術者投入を積極的に推進した結果、売上高は6,939百万円（前期比5.8％増）となり 

ました。

（システム開発）

業務用アプリケーション等の開発案件獲得に努めたものの、組込み関連業務の案件が低調に推移した結果、 

売上高は1,717百万円（前期比7.6％減）となりました。

（システム運用）

汎用系の運用やオペレーション業務は、市場の縮小とともに価格下落が継続していることから、汎用系技術 

からネットワーク系技術への移行に継続して取り組んだ結果、売上高は623百万円（前期比15.7％減）となりま 

した。

 

（2）キャッシュ・フロー 

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ337百万円増加し、3,120百万円となりま 

した。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は252百万円（前事業年度は231百万円の獲得）となりました。これは主に、税 

引前当期純利益581百万円の増加、売上債権の増加236百万円及び法人税等の支払額193百万円による資金の減 

少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果獲得した資金は321百万円（前事業年度は20百万円の使用）となりました。これは主に、投 

資有価証券の売却による収入136百万円、有価証券の償還による収入100百万円、定期預金の払戻による収入100 

百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は236百万円（前事業年度は234百万円の使用）となりました。これは主に、配 

当金の支払額233百万円によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績 

当事業年度の生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門別 生産高（千円） 前期比（％）

ネットワークサービス 6,938,669 105.8

システム開発 1,721,230 92.5

システム運用 623,555 84.3

合計 9,283,455 101.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受注状況 

当事業年度の受注状況を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門別 受注高（千円） 前期比（％） 受注残高（千円） 前期比（％）

ネットワークサービス 6,933,549 105.7 1,952 23.8

システム開発 1,718,239 92.1 7,115 108.7

システム運用 623,555 84.3 － －

合計 9,275,344 101.2 9,067 61.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（3）販売実績 

当事業年度の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門別 販売高（千円） 前期比（％）

ネットワークサービス 6,939,813 105.8

システム開発 1,717,672 92.4

システム運用 623,555 84.3

合計 9,281,040 101.4

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．最近２事業年度の主な取引先の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前事業年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社トヨタコミュニケ

ーションシステム
971,757  10.6 1,116,239 12.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】

上流工程へのシフトやアウトソーシング事業の拡大を推進するとともに、ＩＴサービスのクラウド化への対応や 

当社の強み・得意分野の強化を図り、より付加価値の高いサービスを提供してまいります。事業の競争力を高め、 

事業拡大と高収益化を実現させるには、優秀な人材の確保と技術力の向上が重要な課題となります。効果的な採用 

活動を行うとともに、ＩＴスキル標準（ＩＴＳＳ）を基にした高度技術者の育成やマネジメント能力、折衝力を備 

えたコアリーダーの育成を行い、当社の中枢を担っていく人材の強化を図ります。
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４【事業等のリスク】

当社の経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社はこれら

のリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。なお、記載

のリスクについては、リスクの全てを網羅しているものではありません。また、文中の将来に関する事項は、本有価

証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 
 

（1）外部環境の変化に対するリスク 

当社が属する情報サービス産業は、ユーザーである個々の企業等の情報化投資に係る予算統制の影響を受けるこ

とから、経済情勢の変化等により事業環境が悪化した場合、経営成績に影響を与える可能性があります。 

 当業界では「顧客ニーズの多様化」「クラウド化の進展」などの環境変化により、技術レベルの高度化、複雑化

とともに、顧客ニーズに対する付加価値の高いサービスの提供が求められており、ますます競争が激化しておりま

す。また、情報サービス産業は比較的参入障壁が低く、価格競争が生じやすい業界となっていることから、従来型

の技術やサービスでは価格の低下に拍車がかかり、当社の経営成績に影響を与える可能性が考えられます。
 

（2）法的規制に関わるリスク 

当社は、一般派遣事業（許可制）として常用雇用型の技術者派遣事業を展開しており、「労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」による規制を受けております。同法をはじめとする関係諸法

令は継続的に見直しが行われており、当社の事業に対して著しく不利となる改正が行われた場合は、経営成績に影

響を与える可能性があります。今後、同法は平成27年４月１日施行の改正が予定されておりますが、当社は労働者

を無期雇用（正社員）としており、当該事業に対する影響は軽微なものと判断しております。なお、当社ではリス

ク軽減のため、アウトソーシングによる請負化を進めております。 
 

（3）システム運用に関わるリスク 

 大規模なシステム運用管理業務において、システム運用ミスによるシステムダウンが起きれば、損害賠償を請求

される可能性があります。当社では、日常的なチーム活動（小集団活動）の推進や「ノーミス・情報セキュリティ

強化月間」を設ける等、社員の技術力・意識の向上を図り、リスクの回避に努めております。
 

（4）システム開発に関わるリスク 

当業界の開発需要は一括請負契約による受託案件が多く、受注時の見積以上の作業工数増大等により赤字が計上

される場合があります。また、納品の遅延や最終的に納品できなかった場合には、損害賠償責任が発生する可能性

があります。当社が受注するシステム開発は比較的小型案件が多く、業績に大きな影響を及ぼす赤字プロジェクト

の発生リスクは少ないと考えております。 
 

（5）特定の取引先へ依存するリスク 

当社の取引先は、官公庁、自動車、電気機器、金融等特定の産業分野にかたよらない上場企業を中心とした優良

企業であります。主要取引先への売上割合は、最大で10％程度となっており、特定の取引先への依存度による事業

リスクは少ないと考えております。 
 

（6）情報漏洩に関わるリスク 

当社は、業務を遂行するうえで個人情報を含む顧客の機密情報を取扱う場合があり、厳格な対応が求められてお

ります。当社では、情報セキュリティ基本方針を定めるとともに、機密情報が厳正に保護、管理されるよう、定期

的な強化月間や勉強会を実施するなど、実効性のある施策を講じております。 

また、全社的に個人情報マネジメントシステムを確立して個人情報の取扱いを厳格に管理しており、個人情報の

管理体制が十分に整っている企業に与えられるプライバシーマークを取得しております。なお、中部支社におい

て、ＩＳＯ/ＩＥＣ27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得しております。しかしながら、

万一、機密情報の外部への漏洩が生じた場合、損害賠償を請求される可能性があり、当社の信用の失墜を招くこと

により、経営成績等に影響を与える可能性があります。 
 

（7）人的資源に関わるリスク 

当社の成長と業績は人材に大きく依存しており、高度技術者の採用・育成が重要となります。情報サービス産業

では人材の獲得競争が激しく、優秀な人材の確保は恒常的な課題となっております。人材の採用・育成または既存

社員の流出を防止できない場合は、当社の成長と業績に大きく影響する可能性があります。 
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５【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

 該当事項はありません。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

（1）重要な会計上の見積り 

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成に関する重要な会計方針につきましては、「第５ 経理の状況」に記載しております。また、こ

の財務諸表作成における見積りにつきましては、経営者により、一定の会計基準の範囲内で行われている部分があ

ります。これらの見積りにつきましては、継続して検証し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには

不確実性が伴うため、実際の結果は、これらとは異なることがあります。
 

（2）当事業年度の経営成績の分析 

① 売上高 

当事業年度の売上高は、アウトソーシング事業の推進強化に経営資源を集中するとともに、顧客ニーズへの

迅速な対応を図り技術者稼働率の向上に努めた結果、9,281百万円（前期比1.4％増）となりました。 

部門別では、ネットワークサービス部門6,939百万円（前期比5.8％増）、システム開発部門1,717百万円（前

期比7.6％減）、システム運用部門623百万円（前期比15.7％減）となりました。 
 

② 売上原価 

当事業年度の売上原価は、前事業年度に比べ33百万円減少の7,351百万円（前期比0.5％減）となり、売上高に

対する比率は1.4ポイント減少の79.2％となりました。 
 

③ 販売費及び一般管理費 

当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ37百万円増加の1,391百万円（前期比2.8％増）とな

り、売上高に対する比率は0.2ポイント増加の15.0％となりました。 
 

④ 当期純利益 

当事業年度の当期純利益は、前事業年度に比べ94百万円増加の358百万円（前期比35.6％増）となりました。
 

（3）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載のとおりです。
 

（4）中長期的な会社の経営戦略 

「企業風土の変革」「中心事業の育成と強化」「営業推進力の強化」「プロフェッショナル人材の育成」「効率

性向上によるコスト最適化」「コンプライアンスとＣＳＲの徹底」「株主利益の維持・向上」の７つを重点経営方

針として、企業風土の変革とともに、当社の強みとなる事業の成長と収益力の向上を図り、企業価値の拡大に取り

組んでおります。
 
［重点経営方針］ 

① 企業風土の変革 

企業理念、経営指針の浸透を図り、実践していくことで、企業文化・風土を変革する。
 

② 中心事業の育成と強化 

「情報サービス市場の変化への的確な対応」を基本として、一括アウトソーシング事業の拡大を継続推進する

とともに、ＩＴサービスのクラウド化への対応や当社の強み・得意分野の強化を図る。
 

③ 営業推進力の強化 

顧客ニーズの迅速な把握と提案力の向上を図り、顧客の期待を超える付加価値の高いサービスを提供する。 
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④ プロフェッショナル人材の育成 

当社にとって重要な資産である優秀な人材の確保に向け

イ．技術力とともにマネジメント能力、折衝力を備えた「コアリーダー」を育成する。

ロ．ＩＴスキル標準（ＩＴＳＳ）の導入によるキャリア開発支援をとおして高度技術者を育成する。

ハ．採用力の強化と教育体系の再構築により、優秀な人材の獲得、育成を図る。
 

⑤ 効率性向上によるコスト最適化 

業務の効率化、適正な工数管理等による案件毎の採算性向上と販管費の削減を徹底することで、コスト最適化

を追求し、利益率向上を図る。
 

⑥ コンプライアンスとＣＳＲの徹底 

当社の事業モデルにおいては、関連法令や社会通念の遵守はもとより、情報セキュリティ体制を強化し、ミス

や事故を発生させないことが顧客サービスの基本となる。内部統制システムの適正運用をはじめ、コンプライア

ンスの徹底を図るとともに、環境への取り組み等も積極的に行い、モラルの高い健全な企業体質を維持・向上す

る。
 

⑦ 株主利益の維持・向上 

業容、業績の拡大とともに、継続的に企業価値を向上させることで株主利益の維持・拡大を図る。
 

（5）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① キャッシュ・フロー 

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 

(2）キャッシュ・フロー」に記載のとおりです。

なお、当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

  平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

自己資本比率（％） 79.6 77.2 76.9 77.2 76.6

時価ベースの自己資本比率（％） 74.4 67.9 69.5 79.1 79.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年) － 1.0 1.8 1.9 1.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍) － 70.7 38.1 36.5 39.9

※自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しております。 
２．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息額を使用しております。 
平成22年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）及びインタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）については、営業キャッシ

ュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

② 資金調達 

当社の事業活動に必要な資金は、主として内部資金を源泉としております。なお、一部、長期的な観点から金

融機関借入を実行しておりますが、手許資金を考慮した場合、実質無借金経営となっております。
 

③ 資産及び負債・純資産 

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ254百万円増加し、8,134百万円となりました。

流動資産は1,681百万円増加し、6,352百万円となりました。主な要因は、現金及び預金1,237百万円の増加や

売掛金236百万円の増加、有価証券200百万円の増加によるものであります。固定資産は1,427百万円減少し、

1,782百万円となりました。主な要因は、長期預金1,000百万円の減少や投資有価証券406百万円の減少によるも

のであります。

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ109百万円増加し、1,906百万円となりました。

流動負債は102百万円増加し、1,814百万円となりました。主な要因は、未払法人税等39百万円の増加や賞与引

当金34百万円の増加によるものであります。固定負債は７百万円増加し、91百万円となりました。

当事業年度末における純資産合計は、前事業年度末に比べ144百万円増加し、6,228百万円となりました。主な

要因は、繰越利益剰余金125百万円の増加やその他有価証券評価差額金21百万円の増加によるものであります。
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（6）目標とする経営指標 

 当社は企業価値の向上を目指し、売上高経常利益率、自己資本利益率（ＲＯＥ）、配当性向を重要な経営指標と

して、収益性とともに株主資本の効率的運用による投資効率の向上に努めております。
 

（7）経営者の問題認識と今後の方針について 

 国内ＩＴサービス市場全体は、緩やかな成長が継続すると想定されますが、当社を取巻く環境においては顧客の

コスト削減要請が続くなど、厳しい状況が見込まれます。

 このような状況の下、当社は、引き続き、景況に比較的左右されない運用管理業務を中心としたネットワークサ

ービスに軸足をおき、技術者育成に注力するとともに、上流工程への移行とアウトソーシング事業の拡大による高

付加価値化を進めてまいります。また、ＩＴサービスのクラウド化への対応や多様な業種にわたる運用ノウハウを

活かしたソリューションなど、当社の強み・得意分野の強化を図り、より一層の業績拡大を目指すとともに、案件

ごとの採算性向上に努め、収益性の改善を図ってまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 特に記載すべき事項はありません。

 

２【主要な設備の状況】

 当社における主要な設備は以下のとおりであります。

平成26年３月31日現在
 

事業所名 
（所在地） 

事業部門別の名称 
設備の 
内容 

帳簿価額（千円） 
従業 
員数 
（人） 建物 

工具、器具 
及び備品 

リース資産 合計 

本社・東京支社 

（東京都千代田区） 

ネットワークサービス部門 

システム開発部門 

システム運用部門 

管理部門 

統括業務 

施設 
10,823 11,328 － 22,152 289 

横浜支社 

（横浜市神奈川区） 

ネットワークサービス部門 

システム開発部門 

システム運用部門 

管理部門 

統括業務 

施設 
15,926 4,430 2,566 22,922 375 

中部支社 

（名古屋市中区） 

ネットワークサービス部門 

システム開発部門 

システム運用部門 

管理部門 

統括業務 

施設 
6,499 5,426 － 11,926 445 

大阪支社 

（大阪市北区） 

ネットワークサービス部門 

システム開発部門 

システム運用部門 

管理部門 

統括業務 

施設 
3,196 3,577 － 6,774 280 

（注）１ 帳簿価額のうち、「建物」は全額建物附属設備であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

２ 事務所の建物について賃借を行っており、事業所別の年間賃借料の合計は、以下のとおりであります。

本社・東京支社 129,230千円

横浜支社 44,791千円

中部支社 51,339千円

大阪支社 29,418千円

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,729,000

計 20,729,000

 

②【発行済株式】 

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成26年３月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成26年６月23日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,264,850 8,264,850
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株

計 8,264,850 8,264,850 － －

 

（2）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（4）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成12年５月19日（注） 751,350 8,264,850 － 733,360 － 623,845

（注） 株式分割 （１：1.1）によるものです。

 

（6）【所有者別状況】

平成26年３月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

－ 8 8 27 5 2 2,949 2,999 －

所有株式数
（単元）

－ 825 8 55 10 4 7,239 8,141 123,850

所有株式数の
割合（％）

－ 10.13 0.10 0.68 0.12 0.05 88.92 100.00 －

（注）１ 自己株式478,148株は、「個人その他」に478単元及び「単元未満株式の状況」に148株を含めて記載してお

ります。

２ 上記「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、100株含まれております。
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（7）【大株主の状況】
 

    平成26年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 

の割合（％） 

旭情報サービス社員持株会 東京都千代田区丸の内１丁目７番12号 907 10.98 

大 槻 幸 子 横浜市青葉区 413 5.00 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 374 4.53 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 176 2.13 

小 野 一 夫 京都市伏見区 173 2.09 

大 槻 武 史 東京都目黒区 159 1.93 

大 槻 剛 康 愛知県豊田市 140 1.71 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 139 1.68 

大 槻 幸 史 北海道苫小牧市 136 1.65 

平 野 民 藏 神奈川県横須賀市 136 1.65 

計 － 2,755 33.34 

（注）上記のほか、自己株式が478千株（5.79％）あります。

 

（8）【議決権の状況】

①【発行済株式】 

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  478,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,663,000 7,663 －

単元未満株式 普通株式  123,850 － －

発行済株式総数 8,264,850 － －

総株主の議決権 － 7,663 －

 

②【自己株式等】 

平成26年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

旭情報サービス株式会社
東京都千代田区丸の内１丁
目７番12号

478,000 － 478,000 5.78

計 － 478,000 － 478,000 5.78

 

（9）【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  会社法第155条第７号による普通株式の取得 

（1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。

 

（2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。

 

（3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 2,598 2,186,608

当期間における取得自己株式 979 795,165

（注） 当期間における取得自己株式数には、平成26年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。

 

（4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他（単元未満株式の売渡請求によ
る売渡）

－ － － －

保有自己株式数 478,148 － 479,127 －

（注） 当期間における保有自己株式数には、平成26年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
 
３【配当政策】

 当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営上の重要課題の一つとしており、経営基盤の強化と長期的な収益の

向上を維持するとともに、配当については安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。

 剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関

は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 当事業年度の配当金については、上記方針に基づき、期末配当を１株当たり15.00円とし、中間配当（１株当たり

15.00円）と合わせ１株当たり年30.00円とさせていただきました。この結果、当事業年度の配当性向は65.15％とな

りました。

 内部留保資金につきましては、今後、予期せぬ経営環境の変化に対応すべく、機動的な事業展開を実行し、設備・

事業投資等の資金需要への充当等、安定的な財務基盤の構築のために有効活用してまいります。

 また、当社は株主優待制度を設けており、３月末現在の１単元以上の株主の皆様に対して5,000円相当の「カタロ

グギフト」を贈呈しております。

 なお、当社は、「取締役会決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に

定めております。

 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たりの配当金（円）

平成25年10月29日

取締役会決議
116 15.00

平成26年６月20日

定時株主総会決議
116 15.00
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４【株価の推移】

（1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

最高（円） 938 733 730 880 890

最低（円） 700 590 598 610 750

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

（2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 平成25年10月 11月 12月 平成26年１月 ２月 ３月

最高（円） 803 803 822 890 878 874

最低（円） 796 797 803 821 831 828

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(千株) 

代表取締役 

取締役社長 
  田中  博 昭和24年８月２日生 

昭和47年４月 郵政省入省 

(注)２ 46 

平成12年６月 同省 関東郵政局長 

平成14年８月 財団法人郵便貯金振興会（現 一般財団

法人ゆうちょ財団）理事 
平成17年６月 当社 取締役経営企画室長 

平成18年６月 代表取締役社長（現任） 

常務取締役   根塚 隆司 昭和22年５月18日生 

昭和49年12月 株式会社ホンダインターナショナルセー

ルス（現 株式会社ホンダユーテック）

入社 

(注)２ 33 

平成４年４月 当社入社 

平成６年９月 管理本部東京総務部長 

平成７年６月 取締役 

平成11年６月 財務経理部長 

平成13年10月 財務経理部長兼IR室長 

平成18年６月 常務取締役（現任） 

財務経理・経営企画担当 

平成19年６月 総務・広報担当 

取締役 
人事部長兼 

人材開発室長 
濵田 広徳 昭和36年３月27日生 

昭和60年４月 当社入社 

(注)２ 4 

平成11年１月 人事部長 

平成11年６月 取締役（現任） 

総務人事部人事担当部長 

平成14年４月 大阪支社長 

平成16年７月 総務部長兼広報室長 

平成19年６月 経営企画部長 

平成22年６月 人事部長兼人材開発室長（現任） 

取締役 

営業統括部長 

兼経営企画室

長兼技術企画

室長 

高橋 範年 昭和33年１月16日生 

昭和51年４月 株式会社ホンダインターナショナルセー

ルス（現 株式会社ホンダユーテック）

入社 

(注)２ 12 
平成７年10月 当社入社 

平成14年４月 人事部長 

平成17年６月 取締役（現任） 

平成22年６月 営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画

室長（現任） 

取締役 
財務経理部長 

兼ＩＲ室長 
英保 吉弘 昭和30年６月15日生 

昭和53年11月 兵庫三菱自動車販売株式会社入社 

(注)２ 8 

平成２年11月 日本旅客船株式会社入社 

平成４年６月 当社入社 

平成18年６月 財務経理部長兼IR室長（現任） 

平成19年６月 取締役（現任） 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(千株) 

取締役 
総務部長 

広報室長 
宮下 勇人 昭和42年２月２日生 

昭和60年３月 

平成15年４月 

平成26年６月 

当社入社 

横浜支社長 

取締役（現任） 

総務部長兼広報室長（現任） 

(注)２ 5 

常勤監査役   信岡 良明 昭和22年３月15日生 

昭和44年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ

銀行）入行 

(注)４ 10 

平成12年３月 ジェーエムシークレジット株式会社（現 

みずほ信用保証株式会社） 代表取締役

社長 
平成16年１月 みずほ信用保証株式会社 顧問 

平成16年６月 沖電線株式会社 常勤監査役 

平成20年６月 当社 常勤監査役（現任） 

監査役   小野 一夫 昭和７年11月20日生 

昭和26年４月 株式会社藤井大丸入社 

(注)３ 173 
平成３年１月 有限会社ビクトリアインターナショナル 

営業本部長 
平成４年６月 当社 監査役（現任） 

監査役   三浦 州夫 昭和28年２月13日生 

昭和54年４月 裁判官任官 

(注)４ － 

昭和63年４月 弁護士登録 

清水尚芳法律事務所入所 

平成９年４月 河本・三浦法律事務所設立（現任） 

平成15年６月 ヤマハ株式会社 監査役 

平成20年６月 当社 監査役（現任） 

平成22年６月 住友精化株式会社 監査役（現任） 

監査役   増田 治美 昭和21年12月15日生 

昭和45年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニッ

ク株式会社）入社 

(注)４ 

 

3 

 

平成６年３月 松下通信工業株式会社（現 パナソニッ

クモバイルコミュニケーションズ株式会

社）直轄営業部長 

平成14年６月 同社 常務取締役 営業本部長 

平成15年１月 松下電器産業株式会社（現 パナソニッ

ク株式会社）パナソニックシステムソリ

ューションズ社 常務 
平成15年８月 財団法人郵便貯金振興会（現 一般財団

法人ゆうちょ財団）監事（現任） 
平成16年４月 エムシーアクセス・サポート株式会社 

代表取締役専務 
平成18年６月 同社 代表取締役社長 

平成21年６月 同社 取締役社長 

平成24年６月 当社 監査役（現任） 

平成25年６月 エムシーアクセス・サポート株式会社 

相談役（現任） 

計 294 

（注）１ 監査役信岡良明、小野一夫、三浦州夫、増田治美の４名は、社外監査役であります。 

２ 平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３ 平成23年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４ 平成24年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（1）【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、すべてのステークホルダーにとっての企業価値を継続して高めるため、経営の効率性・公正性・透

明性の向上と法令遵守をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。これを実現するために、①業務

執行機能の簡素化と迅速な意思決定、②経営監督機能の強化、③ディスクロージャーの強化、④内部統制システ

ムの整備、⑤企業倫理とコンプライアンスの徹底を図ってまいります。 

 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

イ．会社の機関の内容及び当該体制を採用する理由 

ａ．会社の機関の内容 

1）取締役会

 迅速な経営判断・業務執行ができるように、取締役６名で構成されており、会社法等で定められた事

項及び経営に関する重要事項について審議、決議を行っております。また、日常の業務執行については

毎週定例的な会合を別途開催し、状況報告等のディスカッション・確認を行っております。

2）経営会議

 経営に関する重要事項の報告・協議のため、月数回の経営会議を開催しております。取締役６名に加

え、常勤監査役がオブザーバーとして出席し、会議の効率性・公正性・透明性を確保しております。

3）監査・監督

 当社は、監査役制度を採用しており、取締役の業務執行に対する監査・監督機能を強化し、コーポレ

ート・ガバナンスとコンプライアンスが有効に機能するよう努めております。

4）委員会

 法令遵守・リスク管理体制の一環として、コンプライアンス委員会及び情報セキュリティ委員会を設

置しております。コンプライアンス委員会は法令遵守に向けた各種施策、情報セキュリティ委員会は情

報セキュリティに関わる各種施策の企画、実行、管理を目的としております。

ｂ．当該体制を採用する理由 

 迅速かつ的確な経営判断及び業務執行を行うには、会社業務、事業の特性等に精通した最小限の員数で取

締役会を構成するのが効果的であるとの考えから、当社は当社業務の経験者６名で取締役会を構成しており

ます。社外取締役は選任しておりませんが、監査役は４名全員、独立性を持った社外監査役であり、それぞ

れの異なった立場、経験、見識より、取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営

助言機能を果たすことで、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスが有効に機能するよう努めており

ます。 

 しかしながら企業統治のより一層の強化として、外部視点の導入による取締役会の活性化、職務執行の妥

当性の監督といった観点から、社外取締役の選任が求められるようになってきたことに鑑み、当社もその選

任を検討してまいります。 
 

ロ．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

（基本的な考え方）

 当社は、経営の効率性・公正性・透明性の向上と法令遵守をコーポレート・ガバナンスの基本方針とし、

その実現には、業務執行等に関わる内部統制システムを整備・充実し、業務の実効性及び適正性を確保する

ことが重要であると認識し、下記の施策に取り組んでおります。

 なお、内部統制システムの整備・運用状況については毎年見直しをおこない、経営環境の変化や法令の新

設・改廃等に的確に対応し、その実効性を確保いたします。
 

（整備状況）

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

1）「企業倫理憲章」「企業行動規範」を制定するとともに、コンプライアンスに関わる諸施策の企画、実

行、管理を行う「コンプライアンス委員会」を設置し、企業倫理の浸透と法令遵守の徹底を図る。

2）取締役は会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実があること、並びに会社に

著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した場合、直ちに監査役に通知し、遅滞なく取締役会に報

告する。

3）取締役の業務執行における不祥事の未然防止並びに法令遵守状況を確認するため、取締役は「取締役業

務執行確認書」に自署・押印し、取締役会に提出する。
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4）日常業務の法令等への抵触を防止するため、業務に関わる法令規定事項につき、定例的にその遵守状況

を確認する。不備があった場合には直ちに是正するとともに、監査役に報告する。

5）定期的な内部監査により、法令及び定款への適合性の確認、及び不備があった場合の是正指示、是正

処置後の改善確認を行う。

6）コンプライアンス上疑義ある行為に対する内部通報の仕組みとして、「内部通報規則」を制定するとと

もに、企業倫理ホットラインを設置し、不正行為の早期発見と早期是正並びに内部通報者の保護を図

る。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

1）関連規則（文書管理規程、文書管理基準等）に基づき、株主総会・取締役会・その他重要な会議の議事

録、稟議書、その他取締役の職務執行に係る情報を適切に保存・管理し、取締役、監査役、会計監査人

などが、必要に応じて閲覧できる状態を維持する。 

2）情報管理については「情報セキュリティ基本規程」を定め、情報セキュリティに関する体制・役割・責

任を明確化させるとともに、「情報セキュリティ委員会」により情報セキュリティの強化、啓蒙等の諸

施策を全社横断的に推進する。 

・経営機密、営業機密等の企業機密情報は「機密管理規程」に基づき厳正に管理し、当該情報の漏洩、

改竄、不正利用を防止する。 

・個人情報については、全社的な個人情報保護マネジメントシステムの構築・運用により、個人情報保

護の継続的改善を図るとともに、個人情報保護法等の関連法令に則り適正に取扱う。 

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

1）全社的なリスク管理はリスク管理担当の取締役が統括し、「リスク管理規程」で定めた個々のリスクに

対する管理責任者のもと管理体制を構築する。 

2）経営に重大な影響を及ぼすリスクが顕在化または発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設

置して迅速な対応を図るとともに、顧問弁護士等と連携を密にしながら、リスク拡大を防止し、これを

最小限に止める。 

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

1）取締役、社員が共有する全社的な経営目標及び中期経営目標・施策を定めるとともに、これらに基づく

毎期の年次予算を設定し、業務を遂行する。

2）原則月１回開催する取締役会及び月数回開催する経営会議において、

・重要な経営課題について審議、決定を行い、取締役全員の共通認識とする。

・業績及び管理データをレビューし、予実差の要因分析、改善を行い、必要に応じて目標達成に向けた

施策を打ち出す。

3）取締役の職務執行については、「役員規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」等において、責任及び

分掌を定めるとともに、それらに関わる規程、規則等において詳細を定め、その効率性を確保すること

に努める。 

ｅ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、取締役会は監査役と協議のう

え配置する。また、この場合、当該使用人への指揮権は監査役に移譲され、任命、異動等の人事権に係る

事項の決定には、監査役の事前同意を得る。

ｆ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

1）監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議へ出席するととも

に、代表取締役が決裁する重要書類を閲覧し、必要に応じてその説明を求める。

2）内部監査室は内部監査実施後、監査役にその監査結果及び是正処置後の改善結果を報告する。

3）取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事実をはじめ、法令または監査役会

規程に定める事項のほか、監査役の要請に応じて必要な報告を行う。

4）監査役は、監査役業務を適切かつ実効的に遂行するため、経営者、会計監査人、内部監査室との意思疎

通を図る定例的な会合をもち、意見及び情報の交換を行う。

5）監査の実施にあたり監査役が必要と認めた場合、弁護士・公認会計士などの外部専門家を含めた適切な

体制をとる。
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ｇ．財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制 

 金融商品取引法等の関係法令・会計基準等の定めに従って「財務経理規則」を整備するなど、金融商品

取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、不正や誤

謬の発生するリスクの管理、予防及び牽制などその仕組みが適正に機能することを継続的に検証し、不備

があれば必要な是正を行うことで正確な財務諸表を作成し、財務報告の信頼性・適正性を確保することに

努める。
 

（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況） 

ａ．基本的な考え方 

 当社は、反社会的勢力との関係を遮断するとともに、社会から排除して社会正義を実現することは、企

業防衛の観点からも、また企業の社会的責任の観点からも必要不可欠と認識し、 

1）反社会的勢力とは一切の係わりを持たない。

2）反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然と対応し、これを拒絶する。

3）反社会的勢力の活動を助長する行為には、一切これに関与しない。

ｂ．整備状況 

1）反社会的勢力に対する対応部署を総務部とし、情報の一元管理、警察などの外部機関や関連団体との信

頼関係の構築及び連携に努め、反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備・運用を図る。

2）「企業倫理憲章」「企業行動規範」に反社会的勢力排除に向けた方針・行動を掲げ、これらを社内に周

知、徹底する。

3）取引基本契約書に次の反社会的勢力排除条項を規定する。

・反社会的勢力でないこと

・反社会的勢力の活動を助長しないこと

・反社会的勢力またはその関係者と判明した場合は契約を解除できること
 

ハ．社外取締役及び社外監査役 

 当社の監査役４名はすべて社外監査役であります。 

 社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通

しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・

ガバナンスに繋げております。 

各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。 

 信岡良明氏は長年にわたる他社での会社経営・監査役の経験を有しており、社外監査役としてまた常勤監

査役として、取締役の業務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適

任であります。同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務

しておりました株式会社みずほ銀行と当社との間には若干の取引関係がありますが、同氏が株式会社みずほ

銀行を離れて10年余り経過しており、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。

 小野一夫氏は人格・見識を兼ね備え、創業時以来の株主として当社の実情を熟知しており、取締役の業務

執行を監査・監督する上で適任であります。同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありませ

ん。

 三浦州夫氏は、法曹界における豊富な経験と法律の専門家として高い見識を有しており、当社の監査・監

督体制の強化に適任であります。同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、

同氏は住友精化株式会社の社外監査役に就任しておりますが、同社と当社との間には、特別の利害関係はあ

りません。

 増田治美氏は、長年にわたる会社の業務執行並びに会社経営の経験を有し、社外監査役として取締役の業

務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。同氏と当

社との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は過去にパナソニック株式会社及びそのグループ

会社に勤務しておりました。パナソニック株式会社と当社は取引関係を有しているものの、当社のコーポレ

ート・ガバナンスにおいて影響を受けるおそれはなく、同氏の独立性は十分確保されております。また、同

氏は一般財団法人ゆうちょ財団の監事並びにエムシーアクセス・サポート株式会社の相談役に就任しており

ますが、同財団並びに同社と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

 社外役員の独立性については、当社独自の基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定め

る判断基準及び開示加重要件に準じており、信岡良明氏、小野一夫氏、三浦州夫氏、増田治美氏の各氏は、

それぞれ一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

同取引所に届け出ております。 
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ニ．監査役監査及び内部監査、会計監査の状況 

（監査役監査）

ａ．監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議へ出席するととも

に、代表取締役社長が決裁する重要書類を閲覧し、必要に応じて説明を求めるなど取締役の業務執行に

対する監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスが有効に機能するよう

努めております。

ｂ．監査役４名は全て独立性の強い社外監査役であり、その構成を常勤監査役１名、非常勤監査役３名とし

ております。また常勤監査役信岡良明氏は、財務及び会計に関する知見として、長年にわたる銀行の審

査業務、上場会社の経理担当役員、その他代表役員等の経験を有しております。

ｃ．監査役は監査役監査基準に即して行動し、監査の実効性の確保に努めております。

 
（内部監査）

 代表取締役社長直轄の内部監査室は、内部監査規程・監査計画書に基づき、実地監査を行い、その監査結

果は代表取締役社長、監査役及び関係部署に報告されております。あわせて、必要に応じて被監査部署から

の改善回答書の取得やそのフォロー等により、内部統制システムの整備・向上を図っております。
 

（監査役と会計監査人の連携状況）

ａ．四半期報告書のレビュー結果を踏まえ、監査役は会計監査人（新日本有限責任監査法人）から内容説明

を受け、意見交換をするなど、定期的に会合する機会を設けております。

ｂ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換など、緊密な連携によって状況認識

の共有化を図っております。

ｃ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図ると共に、内部監査室とも連携し、全般的な監査

の水準向上を志向しております。

 
（監査役と内部監査部門の連携状況） 

代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結

果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。

また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
 

（会計監査） 

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりとなっております。

なお、会計監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人において策定された交代計画に基づき、適時交代す

る予定となっております。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

指定有限責任社員 業務執行社員 玉 井 哲 史
新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 耕 田 一 英

（注） 継続監査年数が７年を超える指定有限責任社員 業務執行社員は、おりません。

区分 公認会計士 その他

会計監査業務に係る補助者の構成 ８名 ５名

 

ホ．リスク管理体制の整備状況 

 当社の全般的なリスク管理はリスク管理担当の取締役が統括し、リスク管理規程で定めた個々のリスクに

対する管理責任者のもと管理体制を構築しております。また、内部統制システムの構築をはじめ法令遵守の

ための「コンプライアンス委員会」及び情報漏洩をはじめリスク管理に向けた「情報セキュリティ委員会」

が設置され、各種施策の企画・実行・管理を目的としております。さらに、不測の事態が発生した場合に

は、社長を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を図るとともに、顧問弁護士等外部機関とも連絡を

密にしながら、リスク拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整備しております。
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へ．当社の経営組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の概要図 

 次のとおりであります。

 

 

③ 役員報酬の内容 

イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員

数 

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
（社外取締役を除く）

87 81 － － 6 5

監査役
（社外監査役を除く）

－ － － － － －

社外役員 29 27 － － 1 4

 

ロ．提出会社の役員ごとの報酬等の総額等 

 報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
 

ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。
 

ニ．役員の報酬等の額の決定に関する方針 

 役員の報酬等の額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、以下のように決定しております。

ａ．取締役の報酬等について 

 取締役の報酬については、取締役会において決定しております。具体的には、各取締役が担当する役割

の大きさとその地位に経験能力を加味し、各期の業績に対する貢献度等により株主総会で決議された金額

の範囲内で決定をしております。
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ｂ．監査役の報酬等について 

 監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。具体的には、各監査役の常勤・非常

勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容水準を考慮して株主総会で決議された金額の範囲

内で決定をしております。

 

④ 株式の保有状況 

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

銘柄数              １銘柄

貸借対照表計上額の合計額     ０百万円
 

ロ．保有目的が純投資目的である投資株式 

区分

前事業年度
（百万円）

当事業年度
（百万円）

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 － － － － －

非上場株式以外の株式 251 146 5 8 57

 

⑤ 取締役の定数 

 当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票

によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件 

 当社は、特別決議を要する議案につき、議決権を行使する株主の意思が当該議案の決議に反映されることをよ

り確実にするため、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めて

おります。

 

⑧ 責任限定契約の内容の概要 

 当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める額としております。なお、当該

責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について重大な過失がないときに

限られます。

 

⑨ 自己の株式の取得 

 当社は会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨

を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場

取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑩ 剰余金の配当 

 当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年９月30日を基準として、中間配

当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、

株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
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（2）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

25 － 20 －

 
②【その他重要な報酬の内容】 

 該当事項はありません。
 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

 該当事項はありません。
 

④【監査報酬の決定方針】 

 当社の規模や監査日数等を勘案したうえ、決定しております。
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第５【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 なお、当事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令第

61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自平成25年４月１日 至平成26年３月31

日）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 

 

３ 連結財務諸表について

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

 当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の

整備を行うため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し情報収集に努めるとともに、監査法人等の主催する会計基

準等に関するセミナーに適宜参加しております。 
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１【財務諸表等】

（1）【財務諸表】

①【貸借対照表】
    （単位：千円） 

  前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当事業年度 
(平成26年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,882,893 4,120,202 

売掛金 1,360,469 1,596,989 

有価証券 100,610 301,019 

前払費用 44,706 46,141 

繰延税金資産 270,364 270,404 

その他 11,798 17,997 

流動資産合計 4,670,842 6,352,755 

固定資産    

有形固定資産    

建物 110,459 110,459 

減価償却累計額 △67,162 △74,013 

建物（純額） 43,297 36,446 

工具、器具及び備品 95,528 95,265 

減価償却累計額 △70,978 △70,502 

工具、器具及び備品（純額） 24,550 24,762 

リース資産 3,931 3,931 

減価償却累計額 △709 △1,365 

リース資産（純額） 3,221 2,566 

有形固定資産合計 71,069 63,775 

無形固定資産    

ソフトウエア 7,685 9,322 

その他 4,670 6,670 

無形固定資産合計 12,355 15,992 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,062,373 656,012 

長期預金 1,000,000 - 

敷金及び保証金 221,641 218,464 

貸倒引当金 △12,200 △11,900 

敷金及び保証金（純額） 209,441 206,564 

保険積立金 704,770 704,770 

前払年金費用 22,501 3,316 

繰延税金資産 17,983 25,738 

その他 ※ 109,517 ※ 105,988 

投資その他の資産合計 3,126,586 1,702,390 

固定資産合計 3,210,012 1,782,158 

資産合計 7,880,855 8,134,913 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成25年３月31日) 
当事業年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

短期借入金 430,000 430,000 

未払金 78,989 90,593 

未払費用 386,829 400,579 

未払法人税等 105,205 145,196 

賞与引当金 600,000 634,700 

その他 111,218 113,915 

流動負債合計 1,712,242 1,814,986 

固定負債    

リース債務 2,694 2,006 

役員退職慰労引当金 81,300 89,140 

固定負債合計 83,994 91,146 

負債合計 1,796,237 1,906,132 

純資産の部    

株主資本    

資本金 733,360 733,360 

資本剰余金    

資本準備金 623,845 623,845 

その他資本剰余金 674 674 

資本剰余金合計 624,519 624,519 

利益剰余金    

利益準備金 144,000 144,000 

その他利益剰余金    

別途積立金 4,090,000 4,090,000 

繰越利益剰余金 894,697 1,019,745 

利益剰余金合計 5,128,697 5,253,745 

自己株式 △355,814 △358,001 

株主資本合計 6,130,762 6,253,624 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 33,623 54,923 

土地再評価差額金 ※ △79,767 ※ △79,767 

評価・換算差額等合計 △46,143 △24,843 

純資産合計 6,084,618 6,228,780 

負債純資産合計 7,880,855 8,134,913 
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②【損益計算書】
    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 9,156,612 9,281,040 

売上原価 7,384,504 7,351,183 

売上総利益 1,772,107 1,929,857 

販売費及び一般管理費 ※ 1,353,614 ※ 1,391,078 

営業利益 418,493 538,779 

営業外収益    

受取利息 2,192 1,418 

有価証券利息 10,162 9,926 

受取配当金 6,481 5,466 

賃貸不動産収入 7,929 7,597 

雑収入 6,240 6,303 

営業外収益合計 33,005 30,712 

営業外費用    

支払利息 6,317 6,317 

賃貸不動産費用 6,519 6,656 

雑損失 121 － 

営業外費用合計 12,959 12,974 

経常利益 438,540 556,518 

特別利益    

投資有価証券売却益 － 8,561 

受取補償金 － 17,000 

特別利益合計 － 25,561 

特別損失    

投資有価証券売却損 10 － 

固定資産除却損 81 153 

特別損失合計 91 153 

税引前当期純利益 438,449 581,925 

法人税、住民税及び事業税 194,860 232,870 

法人税等調整額 △20,910 △9,658 

法人税等合計 173,949 223,211 

当期純利益 264,499 358,714 
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【売上原価明細書】

   
前事業年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．労務費          

給与   4,586,826   4,538,886  

賞与   530,865   504,813  

賞与引当金繰入額   540,693   568,544  

法定福利費   805,157   797,946  

その他   181,716   157,820  

計   6,645,259 90.0 6,568,011 89.3

２．外注加工費   546,580 7.4 613,787 8.3

３．経費          

家賃   127,279   105,637  

賃借料   11,249   13,615  

旅費交通費   24,109   19,800  

減価償却費   753   572  

その他   29,271   29,757  

計   192,664 2.6 169,383 2.3

売上原価   7,384,504 100.0 7,351,183 100.0

           
 

（脚注） 

前事業年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

原価計算の方法

実際原価による個別原価計算

原価計算の方法

同左
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

              （単位：千円） 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

  

資本準備金 その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計   別途積立金 繰越利益剰

余金 

当期首残高 733,360 623,845 674 624,519 144,000 4,090,000 863,897 5,097,897 

当期変動額                 

剰余金の配当             △233,699 △233,699 

当期純利益             264,499 264,499 

自己株式の取得                 

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）                 

当期変動額合計 － － － － － － 30,799 30,799 

当期末残高 733,360 623,845 674 624,519 144,000 4,090,000 894,697 5,128,697 

 

           

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
  自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金 
土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

当期首残高 △355,263 6,100,512 △21,089 △79,767 △100,856 5,999,656 

当期変動額             

剰余金の配当   △233,699       △233,699 

当期純利益   264,499       264,499 

自己株式の取得 △550 △550       △550 

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）     54,712 － 54,712 54,712 

当期変動額合計 △550 30,249 54,712 － 54,712 84,961 

当期末残高 △355,814 6,130,762 33,623 △79,767 △46,143 6,084,618 
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当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

              （単位：千円） 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

  

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計   別途積立金 

繰越利益剰
余金 

当期首残高 733,360 623,845 674 624,519 144,000 4,090,000 894,697 5,128,697 

当期変動額                 

剰余金の配当             △233,665 △233,665 

当期純利益             358,714 358,714 

自己株式の取得                 

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）                 

当期変動額合計 － － － － － － 125,048 125,048 

当期末残高 733,360 623,845 674 624,519 144,000 4,090,000 1,019,745 5,253,745 

 

           

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
  自己株式 株主資本合計 

その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

当期首残高 △355,814 6,130,762 33,623 △79,767 △46,143 6,084,618 

当期変動額             

剰余金の配当   △233,665       △233,665 

当期純利益   358,714       358,714 

自己株式の取得 △2,186 △2,186       △2,186 

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）     21,300 － 21,300 21,300 

当期変動額合計 △2,186 122,861 21,300 － 21,300 144,162 

当期末残高 △358,001 6,253,624 54,923 △79,767 △24,843 6,228,780 
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④【キャッシュ・フロー計算書】
    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 438,449 581,925 

減価償却費 18,355 16,905 

長期前払費用償却額 6,639 4,742 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,069 1,050 

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,000 34,700 

有形固定資産除却損 81 154 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,610 7,840 

投資有価証券売却損益（△は益） 10 △8,561 

受取補償金 － △17,000 

受取利息及び受取配当金 △18,836 △16,811 

支払利息 6,317 6,317 

賃貸不動産収入 △7,929 △7,597 

賃貸不動産費用 6,519 6,656 

売上債権の増減額（△は増加） △73,023 △236,520 

その他の資産の増減額（△は増加） 40,076 13,400 

未払費用の増減額（△は減少） 1,077 13,750 

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,606 2,922 

その他の負債の増減額（△は減少） 6,122 13,259 

その他 △544 △487 

小計 406,168 416,646 

利息及び配当金の受取額 19,920 17,905 

利息の支払額 △6,351 △6,312 

補償金の受取額 － 17,000 

法人税等の支払額 △188,011 △193,198 

営業活動によるキャッシュ・フロー 231,726 252,040 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △9,787 △7,665 

無形固定資産の取得による支出 △6,384 △7,203 

投資有価証券の取得による支出 △400,000 － 

投資有価証券の売却による収入 99,990 136,669 

有価証券の償還による収入 700,000 100,000 

定期預金の預入による支出 △700,000 － 

定期預金の払戻による収入 600,000 100,000 

保険積立金の積立による支出 △315,384 － 

賃貸不動産の賃貸による収入 7,897 7,597 

賃貸不動産の管理による支出 △3,199 △3,539 

敷金及び保証金の差入による支出 △6,980 △5,559 

敷金及び保証金の回収による収入 13,618 1,424 

その他 － △310 

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,230 321,414 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の増減額（△は増加） △550 △2,186 

配当金の支払額 △232,994 △233,271 

リース債務の返済による支出 △687 △687 

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,233 △236,145 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,736 337,308 

現金及び現金同等物の期首残高 2,805,630 2,782,893 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,782,893 ※ 3,120,202 
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【注記事項】

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物         ５年～18年 

 工具、器具及び備品  ４年～20年 

（2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 

（3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

３．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する

ことにしております。なお、貸倒懸念債権等については当事業年度末において該当事項はありません。 

（2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

（3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

 年金資産が退職給付債務を上回る部分については、前払年金費用として固定資産に計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（７年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生事業年度から費用処理しております。

（4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税は発生事業年度の期間

費用としております。 

（未適用の会計基準等）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日）

（1）概要

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに

開示の拡充等について改正されました。
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（2）適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年３月期の期首から適用します。

なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及

適用しません。

（3）当該会計基準等の適用による影響

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であ

ります。

 

（表示方法の変更）

（貸借対照表関係）

（1） 前事業年度において独立掲記しておりました「無形固定資産」の「電話加入権」は、金額的重要性が乏しい

ため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前

事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において表示していた

「無形固定資産」の「電話加入権」４百万円は「その他」として組替えております。

（2） 前事業年度において独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「賃貸建物」、「賃貸備品」及び「賃

貸土地」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表

示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の

貸借対照表において表示していた「投資その他の資産」の「賃貸建物」57百万円、「賃貸備品」０百万円、及

び「賃貸土地」46百万円は「その他」として組替えております。

（3） 前事業年度において独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」及び「預り金」は、金額的重

要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映さ

せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において表

示していた、「流動負債」の「未払消費税等」66百万円及び「預り金」32百万円は「その他」として組み替え

ております。

 

（損益計算書関係）

 前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は、営業外収益の100分の10以下と

なるため、また「保険事務手数料」は金額的重要性が乏しいため、当事業年度よりそれぞれ「雑収入」に含めて表示

しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

 この結果、前事業年度の損益計算書において表示していた「営業外収益」の「助成金収入」４百万円及び「保険事

務手数料」１百万円は、「雑収入」として組み替えております。

 

（貸借対照表関係）

※土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再

評価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布 政令第119号）第２条第３号に定め

る土地課税台帳（平成13年１月１日基準日）に登録されている価格に、合理的な調整を行って

算出しております。

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△12,639千円 △12,645百万円

 

（損益計算書関係）

※販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度３％、当事業年度３％、一般管理費に属する費用のおおよその

割合は前事業年度97％、当事業年度97％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前事業年度 

（自 平成24年４月１日 
  至 平成25年３月31日） 

 当事業年度 
（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日）  

給与 451,535千円 490,023千円 

賞与引当金繰入額 59,307 66,155 

役員退職慰労引当金繰入額 11,900 7,840 

退職給付費用 14,079 13,474 

家賃 265,414 267,264 

減価償却費 17,566 16,281 
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式        

普通株式 8,264,850 － － 8,264,850

合計 8,264,850 － － 8,264,850

自己株式        

普通株式（注） 474,812 738 － 475,550

合計 474,812 738 － 475,550

（注）自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 116,850 15.00 平成24年３月31日 平成24年６月25日

平成24年10月29日
取締役会

普通株式 116,849 15.00 平成24年９月30日 平成24年11月27日

 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月21日
定時株主総会

普通株式 116,839 利益剰余金 15.00 平成25年３月31日 平成25年６月24日

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式        

普通株式 8,264,850 － － 8,264,850

合計 8,264,850 － － 8,264,850

自己株式        

普通株式（注） 475,550 2,598 － 478,148

合計 475,550 2,598 － 478,148

（注）自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月21日
定時株主総会

普通株式 116,839 15.00 平成25年３月31日 平成25年６月24日

平成25年10月29日
取締役会

普通株式 116,826 15.00 平成25年９月30日 平成25年11月27日

 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月20日
定時株主総会

普通株式 116,800 利益剰余金 15.00 平成26年３月31日 平成26年６月23日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

現金及び預金勘定  2,882,893千円 4,120,202 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,000 △1,000,000

現金及び現金同等物期末残高 2,782,893 3,120,202

 
 
（リース取引関係）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針

 当社の事業活動に必要な資金は、主として内部資金を源泉としておりますが、一部、長期的な観点から金融

機関より借入を実行しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、長期に滞留しているものはありませ

ん。有価証券及び投資有価証券は、全てその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

 借入金は主に事業資金の調達を目的としたものであり、全て１年以内の返済期日であります。

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

 当社の債権管理基準に則り、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管

理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

 当社は、有価証券及び投資有価証券について、定期的に時価を把握し、月次の保有状況を取締役会に報告

しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

 当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性

リスクを管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提状況等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することもあります。

（4）信用リスクの集中 

 当事業年度において、主要取引先への売上割合は最大で10％程度となっており、いわゆる特定の大口顧客へ

の信用リスクの集中は少ないと考えております。
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．を参照ください）。
 
前事業年度（平成25年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 2,882,893 2,882,893 －

(2）売掛金 1,360,469 1,360,469 －

(3）有価証券及び投資有価証券      

その他有価証券 1,162,783 1,162,783 －

(4）長期預金 1,000,000 1,000,599 599

資産計 6,406,146 6,406,746 599

(1）短期借入金 430,000 430,000 －

負債計 430,000 430,000 －

 

当事業年度（平成26年３月31日） 

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 4,120,202 4,120,202 －

(2）売掛金 1,596,989 1,596,989 －

(3）有価証券及び投資有価証券      

その他有価証券 956,831 956,831 －

資産計 6,674,023 6,674,023 －

(1）短期借入金 430,000 430,000 －

負債計 430,000 430,000 －

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産 

（1）現金及び預金

 預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（2）売掛金

 売掛金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（3）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券その他は取引所の価格又は取引金融機関か

ら提示された価格によっております。

 また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

（4）長期預金

長期預金の時価については、元利金の合計額を同様の新規預金を行った場合に想定される利率で割り引いた 

現在価値により算定しております。

負 債 

（1）短期借入金

 短期借入金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

 区分
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

非上場株式 200 200

 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3）有価証券及び投

資有価証券」には含めておりません。
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（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成25年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

(1）現金及び預金 2,882,893 － － －

(2）売掛金 1,360,469 － － －

(3）有価証券及び投資有価証券        

その他有価証券 100,000 810,000 － －

(4）長期預金 － 1,000,000 － －

合計 4,343,363 1,810,000 － －

 

当事業年度（平成26年３月31日） 

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

(1）現金及び預金 4,120,202 － － －

(2）売掛金 1,596,989 － － －

(3）有価証券及び投資有価証券        

その他有価証券 300,000 510,000 － －

合計 6,017,192 510,000 － －

 

（注）４．借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成25年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 430,000 － － － － －

合計 430,000 － － － － －

 

当事業年度（平成26年３月31日） 

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 430,000 － － － － －

合計 430,000 － － － － －

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成25年３月31日）  
 

   種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

株式 169,049 115,140 53,908

債券 313,973 310,000 3,973

その他 － － －

小計 483,022 425,140 57,882

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

株式 82,921 101,808 △18,887

債券 596,840 601,344 △4,504

その他 － － －

小計 679,761 703,152 △23,391

合計 1,162,783 1,128,292 34,491

（注）非上場株式（貸借対照表計上額200千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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当事業年度（平成26年３月31日）  
 

   種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

株式 146,334 88,840 57,493

債券 312,577 310,336 2,241

その他 － － －

小計 458,911 399,176 59,734

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

株式 － － －

債券 497,920 500,000 △2,080

その他 － － －

小計 497,920 500,000 △2,080

合計 956,831 899,176 57,654

（注）非上場株式（貸借対照表計上額200千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

２．売却したその他有価証券

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

種類 売却額（千円）
売却益の合計額 

（千円）
売却損の合計額 

（千円）

その他 99,990 － 10

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

種類 売却額（千円）
売却益の合計額 

（千円）
売却損の合計額 

（千円）

その他 136,669 8,561 －

 

３．減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

 なお、当社では有価証券個々の銘柄の時価の下落率が30％以上になった場合、時価が「著しく下落した」と判断

し、減損処理を行うことにしております。

 

（デリバティブ取引関係）

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金制度を設けております。

 

２．退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務（千円） △1,625,465

(2）年金資産（千円） 1,602,236

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △23,229

(4）未認識数理計算上の差異（千円） 45,730

(5）貸借対照表計上額純額(3)＋(4)（千円） 22,501

(6）前払年金費用（千円） 22,501
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３．退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用（千円） 134,866

(2）利息費用（千円） 27,481

(3）期待運用収益（千円） △20,115

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 42,260

(5）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)（千円） 184,492

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2）割引率

0.8％

(3）期待運用収益率

1.5％

(4）数理計算上の差異の処理年数

 ７年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を発生事業年度より費用処理する方

法としております。）

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 1,625,465千円

勤務費用 147,701 

利息費用 13,377 

数理計算上の差異の発生額 19,416  

退職給付の支払額 △87,526 

退職給付債務の期末残高 1,718,434 

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 1,602,236千円

期待運用収益 24,033 

数理計算上の差異の発生額 178,164 

事業主からの拠出額 141,784 

退職給付の支払額 △87,526 

年金資産の期末残高 1,858,692 

 

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

積立型制度の退職給付債務 1,718,434千円

年金資産 △1,858,692 

未積立退職給付債務 △140,257 

未認識数理計算上の差異 136,941 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △3,316 

     

前払年金費用 △3,316 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △3,316 
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(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 147,701千円

利息費用 13,377 

期待運用収益 △24,033 

数理計算上の差異の費用処理額 23,923 

確定給付制度に係る退職給付費用 160,968 

 

(5）年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券   35.8％

株式   52.0 

一般勘定   8.6 

その他   3.6 

合 計   100.0 

 

② 長期期待運用収益率の設定方法

 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6）数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.8％

長期期待運用収益率 1.5％

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  前事業年度
（平成25年３月31日）

  当事業年度
（平成26年３月31日）

繰延税金資産      

賞与引当金 228,060千円   226,207千円

賞与引当金に係る未払社会保険料 29,873   30,093

未払事業税 9,098   10,985

一括償却資産 736   1,424

未払事業所税 3,563   3,361

役員退職慰労引当金 28,975   31,769

投資有価証券評価損 42,985   12,069

その他 10,818   10,951

繰延税金資産小計 354,113   326,863

評価性引当額 △56,771   △26,806

繰延税金資産計 297,341   300,056

繰延税金負債      

前払年金費用 △8,126   △1,182

その他有価証券評価差額金 △868   △2,731

繰延税金負債計 △8,994   △3,913

繰延税金資産の純額 288,347   296,143

 

- 39 -



２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

  前事業年度
（平成25年３月31日）

  当事業年度
（平成26年３月31日）

法定実効税率 38.0％   38.0％

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6   1.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3   △0.2

住民税均等割等 2.3   0.4

評価性引当額 △3.0   △5.1

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 －   3.2

その他 1.1   0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.7   38.4

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以

後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税

金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について

は従来の38.0％から35.6％になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は18百万円減少し、法人税等調整

額が同額増加しております。

 

（持分法損益等）

 当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（1）当該資産除去債務の概要

 当社は本社ビル等の不動産賃借契約に伴う原状回復義務を有しておりますが、当該資産除去債務に関して

は、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められ

る金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間は20年と見積り、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を計算しております。

 

（3）当該資産除去債務の総額の増減

 当事業年度において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は33,940千円

であります。また、資産除去債務の期中における増減はありません。

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

（1）当該資産除去債務の概要

 当社は本社ビル等の不動産賃借契約に伴う原状回復義務を有しておりますが、当該資産除去債務に関して

は、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められ

る金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間は20年と見積り、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を計算しております。

 

（3）当該資産除去債務の総額の増減

 当事業年度において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は33,940千円

であります。また、資産除去債務の期中における増減はありません。

 

- 40 -



（賃貸不動産関係）

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

 当社では、東京都その他の地域において、賃貸用のマンション（土地を含む）を有しております。

 当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸収益は1,409千円（賃貸収入は営業外収益に、賃貸費用は営業

外費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

期首残高 106,706

期中増減額 △3,320

期末残高 103,386

期末時価 93,150

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、主な減少は賃貸不動産の減価償却（3,320千円）であります。

３．期末の時価は、主として「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

 重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当社の事業は、情報サービス事業並びにこれらの附帯業務の単一事業であります。したがいまして、開示対象と

なるセグメントはありませんので、前事業年度と当事業年度の記載を省略しております。 

【関連情報】

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

   １．製品及びサービスごとの情報

 当社の事業は、情報サービス事業並びにこれらの附帯業務の単一事業であるため、記載を省略しております。 
 

２．地域ごとの情報

（1）売上高

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

（2）有形固定資産

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 

３．主要な顧客ごとの情報

    （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社トヨタコミュニケーションシステム 971,757 ――――――

（注）当社は単一セグメントのため、関連するセグメントの記載を省略しております。

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

   １．製品及びサービスごとの情報

 当社の事業は、情報サービス事業並びにこれらの附帯業務の単一事業であるため、記載を省略しております。 
 

２．地域ごとの情報

（1）売上高

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

（2）有形固定資産

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 

３．主要な顧客ごとの情報

    （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社トヨタコミュニケーションシステム 1,116,239 ――――――

（注）当社は単一セグメントのため、関連するセグメントの記載を省略しております。
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【関連当事者情報】

 該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

１株当たり純資産額 781.15円 799.92円

１株当たり当期純利益 33.95円 46.05円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

当事業年度
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当期純利益（千円） 264,499 358,714

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 264,499 358,714

普通株式の期中平均株式数（株） 7,789,864 7,788,401

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産              

建物 110,459 － － 110,459 74,013 6,850 36,446

工具、器具及び備品 95,528 6,905 7,169 95,265 70,502 6,131 24,762

リース資産 3,931 － － 3,931 1,365 655 2,566

有形固定資産計 209,919 6,905 7,169 209,656 145,881 13,637 63,775

無形固定資産              

ソフトウエア － － － 16,314 6,992 3,267 9,322

その他 － － － 6,670 － － 6,670

無形固定資産計 － － － 22,985 6,992 3,267 15,992

（注） 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」

の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 430,000 430,000 1.47 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 687 687 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のも
のを除く。）

－ － － －

リース債務（１年以内に返済予定のも
のを除く。）

2,694 2,006 － 平成30年

その他有利子負債 － － － －

合計 433,382 432,694 － －

（注）１.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   ２.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表

に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

   ３.リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下の通りであ

ります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

リース債務 687 687 630 －
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【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 12,200 1,050 1,350 － 11,900

賞与引当金 600,000 634,700 600,000 － 634,700

役員退職慰労引当金 81,300 7,840 － － 89,140

 

【資産除去債務明細表】

 「資産除去債務関係」の注記事項において記載しているため、記載を省略しております。 

 

（2）【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

１）現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 1,031

預金  

当座預金 3,110,915

普通預金 5,169

別段預金 3,086

定期預金 1,000,000

計 4,119,171

合計 4,120,202

 

２）売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱トヨタコミュニケーションシステム 325,460

日本アイ・ビー・エム㈱ 216,343

㈱デンソーＩＴソリューションズ 67,161

ドコモ・システムズ㈱ 60,324

㈱日立製作所 59,986

その他 867,712

合計 1,596,989

 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

 
(Ａ)

当期発生高
（千円）

 
(Ｂ)

当期回収高
（千円）

 
(Ｃ)

当期末残高
（千円）

 
(Ｄ)

回収率（％）
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間（日）
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

 

1,360,469 9,745,093 9,508,572 1,596,989 85.62 55.4

（注） 消費税等の会計処理は税抜処理を採用していますが、上記には消費税等が含まれております。
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３）投資有価証券

区分及び銘柄 金額（千円）

株式  

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 88,300

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 31,185

㈱みずほフィナンシャルグループ 16,320

㈱りそなホールディングス 10,528

財形住宅金融㈱ 200

計 146,534

債券  

株式会社商工組合中央金庫 利付商工債 第157号 199,960

シルフリミテッド シリーズ９００ユーロ円建社債 101,310

第１０回ポーランド共和国円貨債券 10,118

優先出資証券リパッケージ・ユーロ円債 99,070

大和証券キャピタル・マーケッツ キャップ付フローター債 99,020

計 509,478

合計 656,012

 

４）保険積立金

区分 金額（千円）

日本生命保険相互会社 704,770

合計 704,770

 

（3）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（百万円） 2,203 4,491 6,868 9,281

税引前四半期（当期）純利益
（百万円）

27 195 373 581

四半期（当期）純利益（百万
円）

15 121 233 358

１株当たり四半期（当期）純
利益（円）

1.94 15.53 29.99 46.05

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益
（円）

1.94 13.59 14.45 16.06
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り・

買増し
 

取扱場所
（特別口座）

東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所        ――――――

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典
期末（３月31日）現在、1,000株（１単元）以上保有の株主に対し、「カタログギフト」

5,000円コースを一律贈呈。

（注） 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規

定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け

る権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

 

２【その他の参考情報】

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 

事業年度（第51期）（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）平成25年６月24日関東財務局長に提出

 

(2）内部統制報告書 

事業年度（第51期）（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）平成25年６月24日関東財務局長に提出

 

(3）四半期報告書及び確認書 

（第52期第１四半期）（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）平成25年８月13日関東財務局長に提出

（第52期第２四半期）（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日）平成25年11月12日関東財務局長に提出

（第52期第３四半期）（自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日）平成26年２月13日関東財務局長に提出

 

(4）臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書

平成25年６月25日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

平成26年６月23日
 

旭情報サービス株式会社 

 

取締役会 御中 

 

  新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 玉  井  哲  史  ㊞ 

 

 
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 耕  田  一  英  ㊞ 

 

＜財務諸表監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる旭情報サービス株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明

細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、旭情報サ

ービス株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 



＜内部統制監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、旭情報サービス株式会社の平

成26年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

 当監査法人は、旭情報サービス株式会社が平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

（注）１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

２ ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年６月23日

【会社名】 旭情報サービス株式会社

【英訳名】 ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  田中 博

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内１丁目７番12号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

旭情報サービス株式会社 横浜支社

（横浜市神奈川区金港町１丁目４番）

旭情報サービス株式会社 中部支社

（名古屋市中区錦２丁目３番４号）

旭情報サービス株式会社 大阪支社

（大阪市北区中之島２丁目２番２号）

 



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長田中 博は、当社の第52期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）の有価証券報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

 

２【特記事項】

 確認に当たり、特記すべき事項はありません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年６月23日 

【会社名】 旭情報サービス株式会社 

【英訳名】 ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  田中 博 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内１丁目７番12号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

旭情報サービス株式会社 横浜支社 

（横浜市神奈川区金港町１丁目４番） 

旭情報サービス株式会社 中部支社 

（名古屋市中区錦２丁目３番４号） 

旭情報サービス株式会社 大阪支社 

（大阪市北区中之島２丁目２番２号） 

 



１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 当社代表取締役社長田中 博は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係

る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について

（意見書）」（企業会計審議会 平成19年２月15日）に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を

整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。

なお、内部統制は、判断の誤り、不注意等、財務報告の虚偽の記載を完全には予防又は発見・是正できない場合もあ

ります。また、将来の環境変化等による有効性の低下、不適合のリスクを伴う可能性があります。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 当社代表取締役社長田中 博は、平成26年３月31日を基準日とし、わが国において一般に公正妥当と認められる財

務報告に係る内部統制の評価基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施しました。

 当社は、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲

内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、内部統制の

基本的要素が機能しているかを評価しました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範

囲を財務報告に係る内部統制の評価の対象といたしました。

 当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、財務報

告全体に重要な影響を及ぼす内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係わる内部統制の評価範囲を合理的に決

定しました。

 重要な勘定科目の選定に当たっては、金額的に重要性が高い科目、取引数、不正リスク等を量的並びに質的重要性

の観点から捉え評価の対象といたしました。

 評価の対象となるものについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす

統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の実施記録の検証等

の手続きを実施することにより、当該内部統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。

 

３【評価結果に関する事項】

 上記の評価手続きを実施した結果、当社代表取締役社長田中 博は、平成26年３月31日現在の当社の財務報告に係

る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

４【付記事項】

 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象はありません。

 

５【特記事項】

 特記すべき事項はありません。 
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